
労働安全衛生法が改正され、2015年12月1日より従業員50人以上の事業場(事業
者)には、ストレスチェックの実施が義務化されます。
ペガサス健診センターでは、貴社のストレスチェックにかかる業務の支援サービ
スをご提案します。

事業者による方針の表明，衛生委員会で審議，労働者への説明など

実施者によるストレスチェックを実施

セルフケア

高ストレス者への面接指導申出の勧奨

高ストレス者から事業者へ面接指導申出

事業者から産業医へ面接指導の依頼

産業医から意見聴取

必要に応じ、就業上の措置の実施

事業者に結果通知

部署ごとに集団的分析

結果を事業者に提供

職場環境改善に活用

ストレスチェックと面接指導の実施状況の点検・確認と改善事項の検討
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結果を労働者に直接通知
相談窓口等の情報提供
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保健師等による相談対応

産業医による面接指導の実施 → 相談機関、専門医への紹介

ストレスチェックの流れ

ストレスチェック導入前サポート（各種問合せの対応）1
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事業者準備事項のサポート（審議事項の資料提供、実施規定作成の助言）

ストレスチェックの実施、結果の報告と保存

希望者に対して臨床心理士が相談対応 （＊1）

産業医へ情報提供 （＊2）

労働基準監督署への報告書作成

集団分析の実施、結果の報告と保存

部署毎の結果分析と、臨床心理士による職場環境改善への助言

ストレスに関する研修会開催

サービス内容

（＊1）面接の実施には、各事業所の産業医または保健師の指示が必要です。

月1回、ストレスチェック実施日から6ヶ月までは本サービス内です。それ以上は別途費用が必要です。

（＊2）産業医の面接指導を希望する者のうち、当センター臨床心理士が相談対応を実施している場合に限ります。

当センターのストレスチェックの特徴

高度な技術と最新鋭の設備による当センター
人間ドックを優待割引価格で受けられます

ストレス対策の経験豊富な臨床心理士が相談
や結果分析を担当

臨床心理士が職場環境改善のコンサルテー
ションを実施

メンタルヘルスに関する一般職員研修、部下
への接し方などの管理職研修もできます （＊1）

（＊1）別途費用が必要です。本サービスをご利用中の企業様には割引があります。



ストレスチェック業務
支援サービス
のご案内

ストレスマネジメントの専門家である臨床心理士が
社員のメンタルヘルスを守るお手伝いをします

社会医療法人ペガサス

馬場記念病院 ペガサス健診センター

☎072-265-6006

〒592-8555 大阪府堺市西区浜寺船尾町東4-244

費 用

※上記料金は消費税別のものです。

お問合せ

 厚生労働省のガイドラインに従って行います。

 ストレスチェックの分析システムは、厚生労働省より配布されている
システムを利用します。

 オプションとして、臨床心理士による面接のみ、研修会の開催のみの
実施も対応可能です。詳細につきましては、お問い合わせ下さい。

 ご不明な点がありましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。

≪受付時間≫
【月～金曜日】9：00～16：30 【土曜日】9：00～12：00

http://www.pegasus.or.jp

 ストレスチェック制度対応プラン

 相談対応中心プラン

 サービス全て実施プラン 2,000円／1名様
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600円／1名様

1,000円／1名様

072-265-9265

ペガサス健診センター
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